
宮城県指定構造計算適合性判定機関検査・監督要領 

 

第１章 総 則 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第 

７７条の３５の１７の規定に基づき，知事が構造計算適合性判定を行わせることとした

指定構造計算適合性判定機関（以下「判定機関」という。）に対し，構造計算適合性判定

の業務に関して必要な報告を求め，又はその職員に判定機関の事務所に立ち入り，検査

させることについて，必要な事項を定めるとともに，当該報告又は検査に基づいて行う

こととなる判定機関に対する処分等について，基準を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 監督処分 法第７７条の３５の１６の規定に基づく監督命令並びに法第７７条

の３５の１９の規定に基づく指定の取消し及び構造計算適合性判定の業務の全部

若しくは一部の停止（以下「業務停止」という。）をいう。 

（２） 文書注意 監督処分を行うに至らない不正行為等について，文書により必要な

指導，助言又は勧告を行うことをいう。 

（３） 監督処分等 監督処分及び文書注意をいう。 

（４） 制限業種 次に掲げる業種（国，都道府県又は市町村の建築物に係る工事監理

業を除く。）をいう。 

イ 設計・工事監理業（工事請負契約事務，工事の指導監督，手続の代理等の業務

及びコンサルタント業務を含む。ただし，建築物に関する調査，鑑定業務は除く。） 

ロ 建設業（しゅんせつ工事業，造園工事業，さく井工事業等建築物又はその敷地

に係るものではない業務を除く。） 

ハ 不動産業（土地・建物売買業，不動産代理・仲介業，不動産賃貸業及び不動産

管理業を含む。） 

 （５） 特定支配関係 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。）第１３６条の

２の１４第１項に規定する特定支配関係をいう。 

 

 

 

 

 



第２章 報告・検査 

 

（定期報告） 

第３条 知事は，判定機関に対し，次の各号に掲げる報告の内容について，それぞれ当該

各号に掲げる期目までに報告を求めるものとする。 

（１） 毎事業年度の事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事

項と他の業務に係る事項とを区分したもの 当該事業年度の開始前 

（２） 毎事業年度の事業報告書及び収支決算書で構造計算適合性判定の業務に係る事

項と他の業務に係る事項とを区分したもの 当該事業年度の終了後３月以内 

（３） 判定機関が監視委員会を設けている場合にあっては，監視委員会が四半期ごと

に行う業務の報告 監視委員会の業務終了後３０日以内 

（４） 毎事業年度及び当該事業年度以後３か年度の，その判定機関が指定を受けてい

る県ごと及び全体の予定構造計算適合性判定件数 当該事業年度の開始前 

２ 知事は，前項の規定にかかわらず，判定機関に対し，必要に応じて，前項各号に掲げ

る内容について，随時報告を求めることができるものとする。 

 

（その他の報告） 

第４条 知事は，判定機関に対し，判定機関が法人である場合であって，その役員に変更

があったときは，その旨を記載した書類に次に掲げる書類を添えて，これを報告するこ

とを求めるものとする。ただし，第４号に掲げる書類のうち，成年被後見人でないこと

を証する後見等登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）

第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。）については，その旨を証

明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。 

（１） 登記事項証明書 

（２） 新たに役員となった者の氏名及び略歴 

（３） 新たに役員となった者が法第７７条の３５の３第１号（民法の一部を改正する

法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第１項又は第２項の規定により成

年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み，成年被後見人及び被保佐人を除

く。以下同じ。）及び第２号に該当しない旨の市町村の長の証明書 

（４） 新たに役員となった者が法第７７条の３５の３第１号に規定する成年被後見人

又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書 

２ 前項のほか，知事は，判定機関に対し，判定機関が法人である場合であって，別表１

の法人の区分の欄に応じ，それぞれ同表の制限対象者（以下「制限対象者」という。）の

うち制限業種（軽微なものを除く。）に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者

（過去２年間に当該法人に所属していた者を含む。）の割合が３分の１を超えることにな

るときは，その旨を報告することを求めるものとする。 



３ 知事は，判定機関に対し，判定機関が株式会社である場合であって，制限業種に従事

する者，制限業種を営む法人に所属する者又は制限業種を営む法人の保有する当該判定

機関の議決権の数の合計が当該判定機関の総株主（株主総会において決議をすることが

できる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。）の議

決権の３分の１を超えることになるときは，その旨を報告することを求めるものとする。 

４ 知事は，判定機関に対し，判定機関が株式会社である場合であって，株主又は出資の

変更その他の事由により新たに総株主の議決権の１００分の５以上を有することになっ

た者があるときは，その旨を記載した書類にその者の氏名又は名称，住所及びその有す

る議決権の数を記載した書類を添えて，これを報告することを求めるものとする。 

５ 知事は，判定機関に対し，判定機関の株主（総株主の議決権の１００分の５以上を有

する者に限る。以下同じ。），当該株主の親族，当該株主に対して特定支配関係を有する

者又は当該株主が特定支配関係を有する者のいずれかに制限業種に従事する者，制限業

種を営む法人に所属する者（当該法人の役員に限る。）又は制限業種を営む法人が含まれ

る場合であって，当該株主，当該株主の親族，当該株主に対して特定支配関係を有する

者及び当該株主が特定支配関係を有する者が保有している当該判定機関の議決権の数の

合計が当該判定機関の総株主の議決権の３分の１を超えることになるときは，その旨を

報告することを求めるものとする。 

６ 前３項の規定は，判定機関が有限会社である場合において準用する。 

 

（立入検査） 

第５条 知事が指名する職員は，毎年度１回以上判定機関の事務所に立ち入り，構造計算

適合性判定の業務の状況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査し，又は関係者に質問

するものとする。 

 

 

第３章 監督処分等 

 

 （監督処分等） 

第６条 知事は，前章の報告・検査の内容その他の事由により，構造計算適合性判定の業

務の公正かつ適確な実施を確保するために必要があると認めるときは，法第７７条の３

５の１６の規定に基づき監督上必要な命令を行うものとする。 

２ 知事は，法第７７条の３５の１９第１項の規定に該当すると判断した場合にあっては

速やかに指定を取り消し，また，同条第２項の規定に該当すると判断した場合にあって

はその内容に応じて指定の取消し又は業務停止の命令を行うものとする。 

３ 知事は，前２項に該当しないものの，構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実

施の確保等のために必要があると認めるときは，文書注意を行うものとする。 



４ 第２項の規定により，業務停止の命令を受けた判定機関が業務停止の期間中に行えな

い行為は，別表２のとおりとする。 

５ 第１項から第２項の規定にかかわらず，次の第１号から第３号までに掲げる場合にあ

っては監督処分を留保することができる。 

（１） 司法上の捜査がなされ，又は送検，起訴等がなされた場合 

（２） 構造計算適合性判定に係る物件の建築主その他の消費者の保護のため，特に必

要な場合 

（３） 監督処分に係る行為が民事訴訟等の係争中であり，裁判等の結果を参酌する必

要がある場合 

６ 第１項から第２項の規定にかかわらず，監督処分事由に該当する行為が終了して５年

以上経過し，その間，法令遵守の状況等が伺える場合にあっては，監督処分をしないこ

とができる。ただし，行為の性質上発覚するまでに相当の期間を要するような特別な事

情がある場合において，当該行為の発覚から５年以内であるときは，この限りでない。 

７ 前項において，第５項により監督処分を留保した場合にあっては，当該留保に係る期

間については考慮しない。 

 

（監督処分に係る手続） 

第７条 知事は，当該監督処分の伝達を書面で行うときは，判定機関に対し，行政不服審

査法に基づく不服申立てができる旨を教示しなければならない。 

 

 （監督処分等の種類及び内容） 

第８条 監督処分等は，別紙「監督処分等の軽重判断フロー」のとおり行うものとする。 

 

 

附 則 

この要領は，平成２０年２月２０日から施行する。 

この要領は，平成２７年６月１日から施行する。 



別表１（第４条関係） 

法人の区分 制限対象者 

一般財団法人（公益財団法人を含む） 評議員及び理事 

一般社団法人（公益社団法人を含む。以下同じ） 理事及び社員 

合名会社 社員 

合資会社 無限責任社員 

株式会社 取締役 

有限会社 取締役 

組合 理事及び組合員 

合同会社 社員 

特定非営利活動法人 理事 

中間法人 理事及び社員 

 

別表２（第６条関係） 

業務停止期間中は行えない行為 

（１） 新たな構造計算適合性判定及びそれに係る契約並びにそれらに付随する行為 

（２） 監督処分を受ける前に締結された構造計算適合性判定に係る契約の変更であっ

て，構造計算適合性判定業務の追加に係るもの（構造計算適合性判定の業務上特

に必要があると認められるものを除く。） 

（３） 前２号及び業務停止期間満了後における新たな構造計算適合性判定に係る契約

の締結に関連する交渉等 

      



別紙 監督処分等の軽重判断フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ 「欠格要件」（法第７７条の３５の３）
に該当するか? 

Ｈ 「指定の取消し」 
を行う。 

Ｃ 「文書勧告要件」（下記）をすべて満足す
るか? 
イ 損害が生じていない，又は損害が 
軽微で解消済み。 

ロ 違反が軽微（表１に該当無し）である。

Ｊ 「文書勧告による
監督命令」を行う。

Ｄ 
１）表１により，処分事由をチェックする。ただし，処分すべき行為が二以上の処分 
事由に該当する場合は，最も重い処分事由をチェックする。また，二以上の処分す 
べき行為がある場合は，それぞれの処分事由をチェックする。 

２）該当項目のうち最も重い処分ランクをもって処分ランクを仮置きする。処分ラン
クのＡに該当しない場合は，それぞれの処分ランクに係る業務停止の期間を合算し
た期間の「業務停止」とする。 
ただし，合算した期間が１年を超える場合には，「指定の取消し」を行う。 

Ｆ 表２により，情状等による加減を行うことができる（その際、業務停止の期間の
月数に端数が生じる場合には，端数を切り上げるものとする）。 
ただし，業務停止の期間を合算した期間が１年を超える場合には，「指定の取消し」

を行う。「指定の取消し」であったものを軽減する場合には，業務停止の期間を６月以
上とする。 

Ｅ 過去に「業務停止命令」の処分を受け，今回も「業務停止」の処分を受ける場合
は，図１により処分の加重を行う。 

Ｇ 処分ランクに応じて，「指定の取消し」，「業務停止命令」を行う。 

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｂ 「文書注意要件」（下記）をすべて満足す
るか? 
イ 損害が生じていない，又は損害が軽微
で解消済み。 

ロ 違反はない（表１に該当無し）が，不
正行為等がある。 

ハ 業務の改善等を求める必要性がない。 

Ｉ 「文書注意」を 
行う。 Ｙｅｓ

Ｎｏ 



表１ 処分ランク一覧 

№ 

監督処分事由    
処  分

ランク関係 
法令 

関係条項 処分事由内容 

１ 
建築 
基準 
法 
77 の
35 の
19 
②一 

６の３④， 
１８⑦ 
 

判定結果通知の期限内履行義務違反 Ｄ 

２ 
６の３⑤， 
１８⑧ 
 

建築主への判定期間延長通知義務違反 Ｄ 

３ 
６の３⑥， 
１８⑨ 

特定構造計算基準等に適合するかどうかを決定することができな
い旨の通知義務違反 

Ｄ 

４ 18 の３③ 
確認審査等に関する指針によらない構造計算適合性判定（「77 の
35 の 19②五その他①」に係るものを除く。） 

Ｄ 

５ 
77の 35の５
②，77 の 35
の 8②③ 

名称等の変更の届出義務違反 Ｄ 

６ 
77 の 35 の 6
① 

業務区域の増減の無認可 Ｄ 

７ 
77 の 35 の 9
① 

構造計算適合性判定員以外の者による構造計算適合性判定の実施 Ｃ 

８ 
77 の 35 の 9
② 

構造計算適合性判定員の国土交通省令要件具備者からの選任義務
違反 

Ｃ 

９ 
77 の 35 の 9
③ 

構造計算適合性判定員の選任又は解任の届出義務違反 Ｄ 

10 77の35の11 判定の義務違反 Ｃ 

11 
77の35の13
～15 

業務区域等の掲示・帳簿の備付け・書類保存・書類閲覧義務違反 Ｄ 

12 
77の35の18
① 

構造計算適合性判定業務の休廃止の届出義務違反 Ｄ 

13 77 の
35 の
19 
②二 

77の35の10
① 

秘密保持義務違反 Ｂ 

14 
77の35の12
① 

その他構造計算適合性判定業務規程によらない構造計算適合性判
定 

Ｃ 

15 
77 の
35 の
19 
②三 

77の 35の９
④ 

役員等構成の基準不適合に伴う構造計算適合性判定員解任命令に
違反 

Ａ 

16 
77の35の12
③ 

構造計算適合性判定業務規程の変更命令違反 Ａ 

17 
77の35の16
① 

構造計算適合性判定業務に関する監督命令違反 Ａ 

18 

77 の
35 の
19 
②四 

77の 35の４
①二 

構造計算適合性判定業務の実施計画に係る基準への不適合 Ｃ 

19 
77の 35の４
①四 

経理的及び技術的基礎に係る基準への不適合 Ｃ 

20 
77の 35の４
①五 

①代表者及び担当役員が関係する個人，企業，団体等が設計，工
事監理，施工等を行う建築物に係る構造計算適合性判定の実施 

Ｂ 



21 
②構造計算適合性判定員による，その者が関係する個人，企業，
団体等が設計，工事監理，施工等を行う建築物に係る構造計算適
合性判定への従事 

Ｂ 

22 ③業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのある株主等の構成 Ｂ 

23 
77の 35の４
①六 

指定確認検査機関として求めなければならない構造計算適合性判
定の禁止違反 

Ａ 

24 
77の 35の４
①七 

機関としての制限業種の実施等 Ａ 

25 
77の 35の４ 
①八 

構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有してい
ない 

Ｃ 

26 

77 の
35 の
19 
②五 

77の35の17
① 
 

①構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告をせず，又は虚偽
の報告をしたとき 

Ｃ 

27 
②構造計算適合性判定の業務の状況等の検査を拒み，妨げ又は忌
避したとき 

Ｃ 

28 
③構造計算適合性判定の業務の状況等の質問に対して答弁せず，
又は虚偽の答弁をしたとき 

Ｃ 

29 
77の35の19
② 

業務停止命令違反 Ａ 

30 
その他 

①法第 6 条の 3 第 1 項の構造計算適合性判定における著しく不適
切な判断（※１） 

Ａ～
Ｄ 

31 ②その他構造計算適合性判定の業務に関する著しく不適当な行為 Ｃ 

32 

77 の
35 の
19 
②六 

77 の 35 の 3
等 

不正な手段により指定を受けたとき Ａ 

※１ 具体的な監督処分の内容は，過失の程度，結果の重大さ及びその社会的影響の大きさを踏まえて決
定する。 

 

凡例 

処分ランク 監督処分内容 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

指定の取消し 

業務停止命令６月 

業務停止命令３月 

業務停止命令１月 

 



表２ 情状等による加減 

情状等の事由 監督処分内容の増減 

処分を加重

すべき場合 

①重大な悪意又は害意に基づく行為である場合 
イ 次に該当する場合 ３倍 

（a）①から②に該当する場合 

（b）③から⑦の２以上に該当す

る場合 

（c）③から⑦のいずれかに該当

し，かつ，程度が重大である

場合 

ロ 次に該当する場合 ２倍 

（d）③から⑦のいずれかに該当

する場合 

（e）故意による場合（①を除く）

ハ 故意によるもので，処分ランク

Ｂに該当する場合 取消し 

②暴力的行為又は詐欺的行為である場合 

③法令違反の状態が長期にわたる場合 

④常習的に行っている場合 

⑤罰金の刑に処せられた場合 

⑥悔悛の情が見られない場合 

⑦その他情状等を加味する必要がある場合 

処分を軽減

できる場合 

①違反行為の内容が軽微で具体的法益侵害又は 

その発生の可能性がない場合 

ニ 次に該当する場合 ３分の２ 

（g）①から⑥のいずれかに該当

する場合 

ホ 次に該当する場合 ３分の１ 

（h）①から⑥の２以上に該当す

る場合 

②違反行為につき未遂で終わった場合 

③災害や指定構造計算適合性判定機関の責めに

帰すことのできない事故の発生等行為を行うに

つきやむを得ない事情がある場合 

④処分事由に該当する行為につき自主的に申し 

出てきた場合 

⑤積極的かつ速やかに違反是正・損害補填等を 

行った場合 

⑥その他情状等を加味する必要がある場合 

   

 

 

図１ 過去に「業務停止命令」の処分を受け，今回も「業務停止命令」の処分を受ける場

合の加重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当該業務停止命令に係る処分事由に該当する行為に
より、処分の日の直近１年間に３月以上の「業務停止
命令」の処分を受けているか？   

「指定の取消し」
を行う。 Ｙｅｓ

Ｎｏ 

② Ｄで算出した期間に，直近３年間に「業務停止命令」の処分を受けた回数に１
を加えた数を乗じた期間とする。 
ただし，当該期間が１年を超える場合には，「指定の取消し」を行う。 


